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新潟県条例第11号 

新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例（平成22年新潟県条例第40号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線及び太枠部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（修学資金の額） 

第３条 （略） 

２ 次の各号のいずれにも該当する者については、

前項の修学資金の額に月額５万円を加算する。 

(1) 規則で定める修学が困難な地域に所在する市

町村（以下この項において「修学困難市町村」

という｡)から養成施設への入学又は入所に伴い

住所を移転した者、養成施設に修学困難市町村

から通学している者その他の修学が困難である

と知事が認める者 

(2) 修学困難市町村から、規則で定める施設等に

おいて業務に従事することが返還の債務の免除

の要件とされている資金の貸与の決定を受けた

者 

(3) 看護職員の免許を取得し、直ちに修学困難市

町村内において業務に従事しようとする者 

 

（貸与期間） 

第４条 修学資金を貸与する期間は、貸与決定の月

から卒業の月までとする。 

 

（連帯保証人） 

第５条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保

証人２人を立てなければならない。 

２ 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と

連帯して債務を負担するものとし、その保証債務

は、第12条の規定による延滞利息を包含するもの

とする。 

３ 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者

である場合には保証人のうち１人を法定代理人と

し、成年者である場合には保証人のうち１人を父

母兄姉又はこれに代わる者としなければならない。 

 

（貸与の停止、休止及び保留） 

第６条 知事は、修学資金の貸与を受けた者（以下

「修学生」という｡)が次の各号のいずれかに該当

するときは、将来に向かって貸与をやめるものと

する。 

(1) 退学したとき。 

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがな

くなったと認められるとき。 

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められる

とき。 

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

(5) 死亡したとき。 

（修学資金の額） 

第３条 （略） 
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(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込み

がなくなったと認められるとき。 

２ 知事は、修学生が休学し又は停学の処分を受け

たときは、休学し又は停学の処分を受けた日の属

する月の翌月分から復学した日の属する月の分ま

で、修学資金の貸与を休止する。この場合におい

て、これらの月の分として既に貸与された修学資

金があるときは、その修学資金は、当該修学生が

復学した日の属する月の翌月以降の月の分として

貸与されたものとみなす。 

３ 知事は、修学生が正当な理由なく第13条に規定

する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合

には、修学資金の貸与を一時保留することができ

る。 

 

（返還の債務の当然免除） 

第７条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該

当することとなったときは、修学資金の返還の債

務を免除するものとする。 

 

(1) 養成施設を卒業した日（当該養成施設を卒業

後引き続き他種の養成施設又は学校教育法（昭

和22年法律第26号）第97条に規定する大学院の

看護に関する修士課程（以下「大学院修士課程」

という｡)において修学した場合は、これを卒業

又は修了した日。以下同じ｡)から１年６月以内

に看護職員の免許を取得し、直ちに特定医療施

設等（県内に所在する基本貸与条例第７条第２

項各号に掲げる施設等その他看護職員の充足に

資するものとして知事が認める施設等をいう。

以下同じ｡)において業務に従事した場合であっ

て、他種の養成施設又は大学院修士課程におけ

る修学により業務に従事できなかった期間を除

き、特定医療施設等において業務に継続して従

事した期間が５年以上であるとき。 

(2) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、第３条第２

項に規定する者が次の各号のいずれかに該当する

こととなったときは、当該各号に掲げる債務を免

除するものとする。 

(1) 次のいずれかに該当したとき 第３条第２項

に規定する額に基づき貸与された修学資金の返

還の債務 

ア 養成施設を卒業した日から１年６月以内に

看護職員の免許を取得し、直ちに規則で定め

る施設等において業務に従事した場合であっ

て、他種の養成施設又は大学院修士課程にお

ける修学により業務に従事できなかった期間

を除き、規則で定める施設等において業務に

継続して従事した期間が５年以上であるとき。 

イ 養成施設を卒業した日から１年６月以内に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（返還の債務の当然免除） 

第４条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下

「修学生」という｡)が次の各号のいずれかに該当

することとなったときは、修学資金の返還の債務

を免除するものとする。 

(1) 養成施設を卒業した日（当該養成施設を卒業

後引き続き他種の養成施設において修学した場

合は、これを卒業した日。次号において同じ｡)

から１年６月以内に看護職員の免許を取得し、

直ちに特定医療施設等において業務に従事した

場合であって、他種の養成施設における修学に

より業務に従事できなかった期間を除き、特定

医療施設等において業務に継続して従事した期

間が５年以上であるとき。 

 

 

 

 

 

 

(2) （略） 

２ 前項に規定する特定医療施設等とは、県内に所

在する基本貸与条例第７条第２項各号に掲げる施

設等その他看護職員の充足に資するものとして知

事が認める施設等をいう。 
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看護職員の免許を取得し、直ちに規則で定め

る施設等において業務に従事した場合であっ

て、当該業務に継続して従事している期間中

に業務上の理由により死亡し、又は業務に起

因する心身の故障のため業務を継続すること

ができなくなったとき。 

(2) 前項各号のいずれかに該当したとき（前号に

該当したときを除く｡) 第３条第１項に規定す

る額に基づき貸与された修学資金の返還の債務 

 

（返還） 

第８条 修学資金は、修学生に次の各号のいずれか

の事由が生じた場合には、その事由が生じた日の

属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間（第

６条第２項の規定により修学資金の貸与が休止さ

れた期間を除く｡)に相当する期間（第10条又は第

11条の規定により返還の債務の履行が猶予された

ときは、この期間と当該猶予された期間とを合算

した期間）内に、月賦で又は一時に返還しなけれ

ばならない。 

(1) 第６条第１項の規定により修学資金の貸与が

停止されたとき。 

(2) 養成施設を卒業した日から１年６月以内に看

護職員の免許を取得しなかったとき。 

(3) 看護職員の免許取得後直ちに特定医療施設等

又は規則で定める施設等において業務に従事し

なかったとき。 

(4) 返還の債務の当然免除を受ける前に業務外の

理由により死亡し、又は特定医療施設等若しく

は規則で定める施設等において業務に従事しな

くなったとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２項に規定

する者が養成施設を卒業した日から１年６月以内

に看護職員の免許を取得し、直ちに特定医療施設

等（規則で定める施設等を除く｡)において業務に

従事した場合には、業務に従事した日の属する月

の翌月から起算して貸与を受けた期間（第６条第

２項の規定により修学資金の貸与が休止された期

間を除く｡)に相当する期間（第10条又は第11条の

規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、

この期間と当該猶予された期間とを合算した期間）

内に、修学資金の一部を月賦で又は一時に返還し

なければならない。 

 

（返還の債務の裁量免除） 

第９条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該

当する場合（第７条の規定により修学資金の返還

の債務の免除を受ける場合を除く｡)には、貸与し

た修学資金のうち履行期が到来していない部分に

係る返還の債務の全部又は一部を免除することが

できる。 
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(1) 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間

以上特定医療施設等又は規則で定める施設等に

おいて業務に従事したとき。 

(2) 死亡、災害又は傷病その他やむを得ない理由

があるとき。 

 

（返還の当然猶予） 

第10条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続す

る期間中において、修学資金の返還の債務の履行

を猶予するものとする。 

(1) 第６条第１項の規定により修学資金の貸与を

停止された後も引き続き当該養成施設に在学し

ているとき。 

(2) 当該養成施設を卒業後更に他種の養成施設又

は大学院修士課程において修学しているとき。 

 

（返還の裁量猶予） 

第11条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該

当する場合（第７条又は第９条の規定により修学

資金の返還の債務の免除を受ける場合を除く｡)に

は、当該各号に掲げる事由が継続する期間中にお

いて、履行期の到来していない修学資金の返還の

債務の履行を猶予することができる。 

(1) 特定医療施設等又は規則で定める施設等にお

いて業務に従事しているとき。 

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由があると

き。 

 

（延滞利息） 

第12条 修学生は、正当な理由なく修学資金を返還

すべき日までにこれを返還しなかったときは、当

該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の

日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの

割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければ

ならない。 

 

（学業成績表等の提出） 

第13条 修学生は、貸与決定から卒業までの間、毎

年学業成績表及び健康診断書を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本貸与条例の準用） 

第５条 基本貸与条例第４条から第６条まで及び第

８条から第12条までの規定はこの条例の規定によ

り貸与決定が行われた修学資金の貸与期間、連帯

保証人、貸与の停止、休止及び保留、返還、返還

の債務の裁量免除、返還の当然猶予、返還の裁量

猶予並びに延滞利息について、基本貸与条例第13

条の規定はこの条例の規定により貸与決定が行わ

れた修学資金に係る修学生の学業成績表等の提出
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について準用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる基本貸与条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

と読み替えるものとする。 

第４条 修 学 資

金 

新潟県看護職員臨

時修学資金貸与条

例（平成22年新潟県

条例第40号。以下

「臨時貸与条例」と

いう｡)に基づき貸与

する修学資金（以下

「修学資金」とい

う｡) 

第８条第２

号 

養 成 施

設 

臨時貸与条例第２条

に規定する養成施設

（以下「養成施設」

という｡) 

第８条第３

号 

県内（特

別 貸 与

を受けた

者にあつ

ては、特

定 医 療

施設等。

以 下 同

じ｡) 

臨時貸与条例第４条

第２項に規定する特

定医療施設等（以下

「特定医療施設等」

という｡) 

第８条第４

号、第９条第

１号及び第

11条第１号 

県内 特定医療施設等 

第９条第２

号及び第11

条第２号 

第７条第

１項第３

号 

臨時貸与条例第４条

第１項第２号 

第 11条第１

号 

第７条第

１項第１

号又は第

２号 

臨時貸与条例第４条

第１項第１号 

 

第14条 （略） 

 

附 則 

１・２ （略） 

（この条例の失効） 

３ この条例は、令和９年３月31日限り、その効力

を失う。ただし、同日以前に貸与決定が行われた

修学資金及び当該修学資金に係る修学生について

は、この条例は、同日後も、なお効力を有する。 

 

第６条 （略） 

 

附 則 

１・２ （略） 

（この条例の失効） 

３ この条例は、令和８年３月31日限り、その効力

を失う。ただし、同日以前に貸与決定が行われた

修学資金及び当該修学資金に係る修学生について

は、この条例は、同日後も、なお効力を有する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の第３条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例第２条に

規定する修学資金（以下この項において「修学資金」という｡)の貸与の決定を受ける者について適用し、同日

前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。 


